
 

1

○ 

商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

 

（
電
磁
的
方
法
）  

第
六
条 

商
法
第
百
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
及

び
同
法
第
二
百
二
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
、
同
法
第
二
百
三
十
条
ノ
二
第
二

項
、
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
一
第
五
項
、
第
三
百
十
八
条
第
一
項
及
び
有
限
会
社
法

第
二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
法
務
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
条
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 

（
電
磁
的
方
法
）  

第
六
条 

（
同
上
） 
     

一 

（
略
） 

 

二 

第
二
条
に
規
定
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 

（
営
業
報
告
書
） 

第
百
三
条 

営
業
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
計
算
書
類
作
成
会
社
の
状

況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

 

九 

次
に
掲
げ
る
自
己
株
式
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

 
 

イ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
取
得
し
た
自
己
株
式 

そ
の
種
類
、
数
、
取
得
価
額
の

総
額 

 
 

ロ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
特
定
の
者
か
ら
買
い
受
け
た
自
己
株
式
（
商
法
第
二
百

四
条
ノ
三
第
一
項
（
同
法
第
二
百
四
条
ノ
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
請
求
又
は
同
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
決
議
に
基
づ
き
買
い
受

け
た
も
の
に
限
る
。
） 

そ
の
売
主
の
氏
名
又
は
名
称
若
し
く
は
商
号 

 
 

ハ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
商
法
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
の
決
議
に
よ
り
買
い

受
け
た
自
己
株
式
（
同
項
第
一
号
の
子
会
社
か
ら
買
い
受
け
た
も
の
を
除
く
。

） 

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
時
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項 
 
 

ニ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
処
分
し
た
自
己
株
式 

そ
の
種
類
、
数
及
び
処
分
価
額

の
総
額 

 
 

ホ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
株
式
失
効
の
手
続
を
し
た
自
己
株
式 

そ
の
種
類
及
び

 

（
営
業
報
告
書
） 

第
百
三
条 

（
同
上
） 

  

一
～
八 

（
略
） 

九 

そ
の
営
業
年
度
中
に
取
得
し
た
自
己
株
式
の
種
類
、
数
、
取
得
価
額
の
総
額
及

び
特
定
の
者
か
ら
買
い
受
け
た
と
き
（
商
法
第
二
百
四
条
ノ
三
第
一
項
（
同
法
第

二
百
四
条
ノ
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
請
求
が
あ
っ
た

場
合
及
び
同
法
第
二
百
十
条
第
一
項
の
決
議
に
基
づ
く
場
合
に
限
る
。
）
は
そ
の

売
主
、
そ
の
営
業
年
度
中
に
処
分
又
は
株
式
失
効
の
手
続
を
し
た
自
己
株
式
の
種

類
、
数
及
び
処
分
価
額
の
総
額
並
び
に
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
自
己
株
式
の

種
類
及
び
数 

       



 

2

数 
 
 

ヘ 

決
算
期
に
お
い
て
保
有
す
る
自
己
株
式 

そ
の
種
類
及
び
数 

 

十 

（
略
） 

 

（
削
る
） 

                 

十
一 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
新
株
予
約
権
が
あ
る
株
式
会
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
を
も
営
業
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

現
に
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権 

新
株
予
約
権
の
数
、
目
的
と
な
る
株
式
の

種
類
及
び
数
並
び
に
発
行
価
額 

二 

そ
の
営
業
年
度
中
に
株
主
以
外
の
者
（
次
に
掲
げ
る
者
（
計
算
書
類
作
成
会
社

の
取
締
役
又
は
執
行
役
を
兼
任
す
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定

使
用
人
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
対
し
特
に
有
利
な
条
件
で
発
行
し
た
新

株
予
約
権 

割
当
て
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
そ
の
者
が
割
当
て
を

受
け
た
新
株
予
約
権
の
数
、
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類
及
び
数
、
発
行
価
額
、
行

使
の
条
件
、
消
却
の
事
由
及
び
条
件
並
び
に
有
利
な
条
件
の
内
容 

 
 

イ 

計
算
書
類
作
成
会
社
の
使
用
人 

 
 

ロ 

計
算
書
類
作
成
会
社
の
子
会
社
（
連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
に
あ
っ
て
は
、

  

十 

（
略
） 

十
一 

次
に
掲
げ
る
新
株
予
約
権
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項 

イ 

現
に
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権 

新
株
予
約
権
の
数
、
目
的
と
な
る
株
式

の
種
類
及
び
数
並
び
に
発
行
価
額 

ロ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
株
主
以
外
の
者
（
ハ
に
規
定
す
る
特
定
使
用
人
を
除
く

。
）
に
対
し
特
に
有
利
な
条
件
で
発
行
し
た
新
株
予
約
権 

割
当
て
を
受
け
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
そ
の
者
が
割
当
て
を
受
け
た
新
株
予
約
権
の
数
、

目
的
と
な
る
株
式
の
種
類
及
び
数
、
発
行
価
額
、
行
使
の
条
件
、
消
却
の
事
由

及
び
条
件
並
び
に
有
利
な
条
件
の
内
容 

ハ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
計
算
書
類
作
成
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
（
連
結
特
例
規

定
適
用
会
社
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
法
人
等
）
の
使
用
人
（
ハ
に
お
い
て
「
特

定
使
用
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
特
に
有
利
な
条
件
で
発
行
し
た
新
株
予
約
権 

割
当
て
を
受
け
た
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の
数
の
上
位
十
名
（
同

順
位
に
あ
る
者
が
複
数
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
上
位
十
位
ま
で
に
当
た
る
者
の

数
が
十
名
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
下
位
に
当
た
る
者
に
つ
い
て
は

、
そ
の
上
位
に
当
た
る
者
の
数
と
合
わ
せ
て
十
名
に
満
つ
る
ま
で
の
数
の
者
）

以
上
の
特
定
使
用
人
に
つ
い
て
の
ロ
に
定
め
る
事
項 

十
二 

（
略
） 

（
新
設
） 

           



 

3

そ
の
関
係
会
社
（
計
算
書
類
作
成
会
社
の
親
会
社
を
除
く
。
）
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
締
役
（
監
査
委
員
を
除
く
。
）
及
び
執
行
役 

 
 

ハ 

計
算
書
類
作
成
会
社
の
子
会
社
の
監
査
役
及
び
監
査
委
員 

 
 

ニ 

計
算
書
類
作
成
会
社
の
子
会
社
の
使
用
人
（
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
者
を
兼
任

す
る
者
を
除
く
。
） 

三 

そ
の
営
業
年
度
中
に
次
に
掲
げ
る
特
定
使
用
人
等
に
対
し
特
に
有
利
な
条
件
で

発
行
し
た
新
株
予
約
権 
前
号
に
定
め
る
事
項 

 
 

イ 

そ
の
営
業
年
度
中
に
割
当
て
を
受
け
た
新
株
予
約
権
の
目
的
と
な
る
株
式
の

数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
割
当
株
式
数
」
と
い
う
。
）
の
上
位
十
名
（
同

順
位
に
あ
る
者
が
複
数
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
上
位
十
位
ま
で
に
当
た
る
者
の

割
当
株
式
数
が
十
名
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
下
位
に
当
た
る
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
上
位
に
当
た
る
者
の
割
当
株
式
数
と
合
わ
せ
て
十
名
に
満
つ

る
ま
で
の
数
の
者
）
以
上
の
特
定
使
用
人
等 

 
 

ロ 

そ
の
割
当
株
式
数
が
計
算
書
類
作
成
会
社
の
取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役

の
割
当
株
式
数
の
う
ち
最
も
少
な
い
数
以
上
の
特
定
使
用
人
等
（
前
号
ロ
及
び

ハ
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
） 

 

四 

そ
の
営
業
年
度
中
に
特
定
使
用
人
等
に
対
し
特
に
有
利
な
条
件
で
発
行
し
た
新

株
予
約
権 

第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
新
株
予
約
権

の
数
、
目
的
と
な
る
株
式
の
種
類
及
び
数
並
び
に
付
与
し
た
者
の
総
数 

３ 

営
業
の
部
門
が
分
か
れ
て
い
る
計
算
書
類
作
成
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
そ
の
部
門
別
に
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
資
金
調
達
の
状
況
そ
の
他
の
記
載
が
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

４ 

小
株
式
会
社
及
び
有
限
会
社
の
営
業
報
告
書
に
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
計
算
書
類
作
成
会
社
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
（
小
株
式
会
社
に
あ
っ
て

は
、
第
一
項
第
九
号
ハ
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。 

 

                    

２ 

営
業
の
部
門
が
分
か
れ
て
い
る
計
算
書
類
作
成
会
社
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号

に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
は
、
そ
の
部
門
別
に
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

資
金
調
達
の
状
況
そ
の
他
の
記
載
が
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 
３ 

小
株
式
会
社
及
び
有
限
会
社
の
営
業
報
告
書
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
計
算
書
類
作
成
会
社
の
状
況
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。 

  
 

（
連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
等
の
特
例
） 

第
百
五
条 

連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
も
営
業
報
告
書
に
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
の
会
計
監
査
人
で
あ
る
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
外
国

 

（
連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
等
の
特
例
） 

第
百
五
条 
（
同
上
） 

  

一 

連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
の
会
計
監
査
人
で
あ
る
公
認
会
計
士
（
外
国
公
認
会

計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
に
当
該
連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
及
び
そ
の
子



 

4

公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
に
当
該
連
結
特
例
規
定
適
用
会
社
及
び

そ
の
子
法
人
等
が
支
払
う
べ
き
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
合
計
額
（
子
法

人
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
報
告
書
を
作
成
す
べ
き
決
算
期
に
係
る
連
結
損
益

計
算
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
） 

 

二 

前
号
の
合
計
額
の
う
ち
、
公
認
会
計
士
法
第
二
条
第
一
項
の
業
務
の
対
価
と
し

て
支
払
う
べ
き
金
額
の
合
計
額  

 

三 

（
略
） 

２ 

連
結
計
算
書
類
作
成
会
社
の
営
業
報
告
書
に
は
、
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
（
株

式
の
状
況
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
代
え
て
、
当
該
連
結
計
算
書
類
作
成
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
か
ら
成
る
企
業

集
団
の
状
況
に
関
す
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
結
計
算
書
類
作
成
会
社

に
関
す
る
事
項
を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
集
団
の
状
況
に
関
す
る

同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

法
人
等
が
支
払
う
べ
き
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
合
計
額
（
子
法
人
等
に

あ
っ
て
は
、
当
該
営
業
報
告
書
を
作
成
す
べ
き
決
算
期
に
係
る
連
結
損
益
計
算
書

に
記
載
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
） 

  

二 

前
号
の
合
計
額
の
う
ち
、
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）

第
二
条
第
一
項
の
業
務
の
対
価
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
合
計
額  
 

三 

（
略
） 

２ 

連
結
計
算
書
類
作
成
会
社
の
営
業
報
告
書
に
は
、
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
（
株

式
の
状
況
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
代
え
て
、
当
該
連
結
計
算
書
類
作
成
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
か
ら
成
る
企
業

集
団
の
状
況
に
関
す
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
連
結
計
算
書
類
作
成
会
社

に
関
す
る
事
項
を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３ 

第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
集
団
の
状
況
に
関
す
る

同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

（
中
間
配
当
に
お
け
る
控
除
額
及
び
加
算
額
） 

第
百
二
十
五
条 

商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令

に
定
め
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

最
終
の
決
算
期
後
に
取
得
し
た
自
己
の
株
式
（
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
及
び

第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
の
決
議
に
基
づ
き
買
い
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
自
己
の
株
式
に
つ
い
て
会
計
帳
簿
に
記
載
し
た
額 

   

五 

最
終
の
決
算
期
後
に
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一

項
の
決
議
（
当
該
決
算
期
前
に
決
議
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
き
自
己
の

株
式
を
買
い
受
け
た
と
き
は
、
当
該
自
己
の
株
式
に
つ
い
て
会
計
帳
簿
に
記
載
し

た
額 

 

六 

最
終
の
決
算
期
後
に
当
該
株
式
会
社
が
分
割
を
す
る
会
社
と
な
る
新
設
分
割
又

は
吸
収
分
割
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
新
設
分
割
に
よ
っ
て
設
立
す
る
株
式

会
社
若
し
く
は
有
限
会
社
又
は
当
該
吸
収
分
割
に
よ
っ
て
営
業
を
承
継
す
る
株
式

（
中
間
配
当
に
お
け
る
控
除
額
） 

第
百
二
十
五
条 

（
同
上
） 

  

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

最
終
の
決
算
期
後
に
商
法
第
二
百
四
条
ノ
三
第
一
項
（
同
法
第
二
百
四
条
ノ
五

第
一
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一

項
又
は
第
二
百
二
十
四
条
ノ
五
第
二
項
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
ノ
六
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
自
己
の
株
式
を
買
い
受
け
た
と
き
は

、
当
該
自
己
の
株
式
に
つ
い
て
会
計
帳
簿
に
記
載
し
た
額 

 
（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

  



 

5

会
社
若
し
く
は
有
限
会
社
が
当
該
分
割
を
す
る
会
社
の
株
主
に
対
し
、
分
割
に
際

し
て
発
行
す
る
新
株
（
吸
収
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
新
株
に
代
え
て
移

転
す
る
自
己
の
株
式
を
含
む
。
）
又
は
出
資
（
吸
収
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
出
資
に
代
え
て
移
転
す
る
自
己
の
持
分
を
含
む
。
）
の
全
部
又
は
一
部
の
割

当
て
を
し
た
と
き
は
、
当
該
株
式
会
社
が
当
該
分
割
に
よ
り
承
継
さ
せ
た
資
産
に

つ
き
当
該
株
式
会
社
の
会
計
帳
簿
に
記
載
し
た
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
差
額 

 
 

イ 

当
該
分
割
に
よ
り
承
継
さ
せ
た
負
債
に
つ
き
当
該
株
式
会
社
の
会
計
帳
簿
に

記
載
し
た
価
額
の
合
計
額 

 
 

ロ 

当
該
分
割
に
よ
り
当
該
株
式
会
社
が
割
当
て
を
受
け
た
株
式
又
は
出
資
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
株
式
又
は
出
資
に
つ
き
当
該
株
式
会
社
の
会
計
帳
簿
に
記
載

し
た
価
額
及
び
支
払
を
受
け
た
金
額
の
合
計
額 

 
 

ハ 

当
該
分
割
に
よ
り
承
継
さ
せ
た
資
産
に
つ
き
第
三
号
に
規
定
す
る
純
資
産
額

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
純
資
産
額 

２ 

商
法
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
に
定
め
る
額

は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

 

一 

最
終
の
決
算
期
後
資
本
又
は
資
本
準
備
金
若
し
く
は
利
益
準
備
金
を
使
用
し
、

又
は
減
少
し
て
資
本
の
欠
損
の
て
ん
補
に
充
て
た
額 

 

二 

最
終
の
決
算
期
後
商
法
第
二
百
八
十
八
条
ノ
二
第
二
項
又
は
第
四
項
前
段
の
規

定
に
よ
り
資
本
準
備
金
と
し
な
か
っ
た
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
分
割

に
際
し
て
増
加
さ
せ
た
利
益
準
備
金
の
額
を
控
除
し
た
額 

 

三 

最
終
の
決
算
期
後
商
法
第
二
百
八
十
八
条
ノ
二
第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
資

本
準
備
金
と
し
な
か
っ
た
額
か
ら
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
利
益
準
備
金
と
し
た

額
を
控
除
し
た
額 

 

               

（
新
設
） 

         

 
 

 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

6

 

（
営
業
報
告
書
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
到
来
し
た
決
算
期
に
関
し
て
作
成
す
べ
き
営
業
報
告
書
の
記
載
又
は
記
録
の
方
法
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
商
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
営
業
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
営
業
報
告
書
に
、
そ
の
旨
の
注
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


